
第４章 土地利用に関する事項



第１節 土地利用の変遷による重要なゾーン
伝統的な空間利用が現在も保たれているゾーンを把握することは、今後重要文化的景観の空間利用の方針を定

める上で有用な知見となり得る。本章では、原風景形成期間から現在まで空間利用の保たれているゾーンを抽出
する。
平成２０年度の調査により特定された、当該地域の空間利用の変遷図や古地図と現在の地図を比較することで、

原風景形成期から現在まで空間の利用が保たれているゾーンを抽出した（図４－１、図４－２）。鉄輪温泉地区
においては、原風景形成期二期からの空間利用が保たれているゾーンを抽出している。

１ 鉄輪温泉地区（図４－１）
地区東部では、いでゆ坂や熱の湯通りの道路沿いに共同温泉が存在し、その周辺に旅館・貸間が広く分布して

いる。また、地区南部には現在までに大型旅館へと変化した宿が存在しており、南部は九州横断道路の開通の影
響を受け、より大きな規模の宿へと変化してきたと考えられる。現在まで旅館・貸間として空間利用の保たれて
いる土地は、大型旅館へと変化したものも含めて４８の旅館・貸間が存在する土地である。また、地区西部には地
獄が、北西部には森林が分布している。
地区内には４本の道路が通っているが、そのうち東西に通るいでゆ坂・みゆき坂および南北に通る湯けむり通

りを中心として地区の生活や生業が築かれてきており、これら３本の道路は、重要文化的景観を構成する上で重
要度がより高いと考えられる。

２ 明礬温泉地区（図４－２）
市営温泉である地蔵泉、鶴寿泉の周辺に旅館・貸間が存在しており、これらの共同温泉を道路がつないでい

る。北部には神井泉も存在するが、この周辺には現在まで旅館・宿として存在している土地は見受けられない。
旅館街として栄えてきたのは地蔵泉、鶴寿泉が存在する南部であると考えられる。現在まで旅館・貸間として空
間利用の保たれている土地は、明礬地区全体で７軒の旅館・貸間が存在する土地である。湯の花小屋は地区の中
央から北部に多く点在しており、森林は地区全体を囲むように分布している。
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図４－１ 原風景形成期二期［１９５０～１９７２年］から空間利用の保たれているゾーン［鉄輪温泉地区］
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図４－２ 原風景形成期［１８８５～１９３６年］から空間利用の保たれているゾーン［明礬温泉地区］
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原風景形成期から現在まで空間利用の保たれているゾーンの特徴を把握するため、模式図を作成した。図４－
３に作成した模式図を示す。
両地区とも、共同温泉を中心としてその周辺に旅館・貸間が存在している。鉄輪温泉地区では、旅館・貸間の

存在するゾーンと地獄地帯で大きく２つの空間利用のゾーンに分けられる。一方、明礬温泉地区は、旅館・貸間
や共同温泉が存在する間に地獄地帯が存在しており、旅館群が一か所に集中分布していないことがわかる。

図４－３ 原風景形成期から空間利用の保たれているゾーンの模式図
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第２節 現状景観の可視頻度に配慮した土地利用の方向性
本節では、前節にて抽出された、原風景形成期から空間利用の保たれているゾーンと当該地域の可視頻度を踏

まえ、今後特に保存すべき重要なゾーンを抽出する。
平成２０年度の調査において、当該地区の住民や外来者に「好まれる」とされる景観のうち視距離が１，０００m以

遠のシーンの視野範囲を地図上に示し、可視頻度図を作成している。ここで作成された可視頻度と空間利用の保
たれているゾーンを同一図内に示し、図４－４、図４－５に記載する。

１ 鉄輪温泉地区
可視頻度は、最も高い部分で９回、最も低い部分で１回であった。地区の南部ほど可視頻度が高いことが分か

る。地獄地帯については３～７回を示している。旅館・貸間では、東西に通るいでゆ坂・みゆき坂の周辺に分布
する旅館・貸間は５、６回と一定の値をとることが多いが、南北に通る湯けむり通り沿いに分布する旅館・貸間
は３回～９回と、南北で大きく違いがあり、南部の旅館・貸間ほど可視頻度の高いことが分かる。
つまり、同じ旅館・貸間として空間利用の保たれてきた土地であっても、場所によって可視頻度に違いが見ら

れる結果となった。

２ 明礬温泉地区
可視頻度は、最も高い部分で７回、最も低い部分で０回であった。全体的に、地区の中央から南部にかけて回

数が多いことが分かる。最も回数が高いのは地区の中央で、地獄地帯に該当する部分であった。また、中央部か
ら東西に通る道路の周辺も回数が多くなっており、鶴寿泉や地蔵泉および、周辺の旅館・貸間がよく見られてい
るということが分かる。地区北部の地獄地帯や神井泉については可視頻度が低かった。この周辺に存在する要素
は近距離から見られていることが多いと考えられる。全体的に、旅館群および地獄地帯といった、商業色の強い
部分の可視頻度が高い結果となった。
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図４－４ 原風景形成期［明治４３年（１９１０）～昭和４７年（１９７２）］から空間利用の保たれているゾーンと
可視頻度分布図［鉄輪温泉地区］
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図４－５ 原風景形成期［明治１８年（１８８５）～昭和１１年（１９３６）］から空間利用の保たれているゾーンと
可視頻度分布図［明礬温泉地区］

323



第３節 土地利用の方針
別府市内では、温泉資源を利用した生業を基本とする一方で、具体的な土地利用のあり方については地区に

よってそれぞれ異なっている。鉄輪温泉地区、並びに明礬温泉地区の選定申出範囲にかかる部分は、ともに大部
分が都市計画法に基づく市街化区域に該当する。
「別府市都市計画マスタープラン」（平成１７年３月策定、平成２３年３月改定）では、（１）観光・温泉交流、生
活交流の活性化に向けた市街地の再生、（２）安心して住み続けられる住環境の形成、（３）多様なツーリズムを
支える自然環境の維持と活用、の３点を土地利用の方針として掲げ、地域特性を踏まえた土地利用のあり方を検
討するなどの取組みを進めている。「別府市国土利用計画」（平成１６年３月策定）では、鉄輪地域は湯治場として
の景観を保全しつつ温泉観光機能の強化や都市基盤整備を図り、明礬地域は周辺も含めた内外の自然環境を保全
しつつ、閑静な湯治場としての観光商業地の形成を図ることが、それぞれ基本方針に定められている。これを受
けて、文化的景観保存計画の基本方針としては、現行の計画に沿う形で地区毎の生業を継続することで、結果的
に文化的景観保存も可能になるよう努める。

第４節 既存の法体系
選定範囲の文化的景観に関する現時点での規制等については、表４－１～表４－４、並びに図４－６のとおり

である。これらの規制内容を利用することで、文化的景観の価値を保全していくことを図る。将来的に、これら
の規制に当てはまらず別途規制を必要とする事項が発生した場合や、文化的景観に影響を与える可能性がある公
共工事の計画等が持ち上がった場合は、関係各課と緊密に連携して対応する。
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表４－１ 鉄輪地区における行為規制一覧

表４－２ 鉄輪地区における景観計画等一覧
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表４－３ 明礬地区における行為規制一覧

表４－４ 明礬地区における景観計画等一覧
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図４－６ 既存法規制該当範囲図
別府市都市計画図に加筆

※景観法（別府市景観条例）、建築基準法、宅地造成等規制法、道路法関係は図全域に適用される。
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